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Ⅰ 人材育成基本方針策定にあたって 

 １ 基本方針策定の背景 

  ≪社会環境の変化≫ 

    全国的に人口の減少や少子化が進行していますが、中央区では子どもや子育て世代 

   を中心に定住人口が増加し、人口構造が大きく変化しています。また、情報化や国際 

   化の進展などによる社会環境の変化に伴って区民の行政に対する興味・関心は高まり、 

   区民ニーズもますます複雑・多様化してきています。 

    地域主権の機運が高まる中、区政運営を担う職員一人ひとりが区民の声を敏感に受 

   け止める感受性を身につけ、区民とともに考え行動していくことが必要です。 
 

  ≪地方分権、行財政改革の推進≫ 

    平成１２年４月の都区制度改革の実現によって都と区との関係は大きく変化し、権 

   限委譲や規制緩和など裁量権が拡大することで、区は自主・自立に基づく行政経営が 

   求められるようになりました。このような地方分権の進展に伴い、区が受け持つ業務 

   量は増大し、事務が専門化・高度化しています。一方、行政評価への取組、業務の民 

   間委託等の行財政改革の推進により、効率的な組織体制の構築が求められています。 

    そのため、区民の負託に応えていくために自己の資質・能力を向上させ、自己実現 

   意欲と情熱を持ち、困難な課題に果敢に挑戦していく職員の育成が求められています。 
 

  ≪職員の年齢構成、意識の変化≫ 

    今後、多くの管理監督者や経験豊富な職員の定年退職等により、年齢別職員構成に 

   大きな変化が見込まれることや、管理監督者昇任選考の受験率が低下傾向にあること 

   などから、管理監督者の育成やベテラン職員の持つ経験や知識、技術の継承は喫緊の 

   課題です。また、多様な価値観が広まり、仕事や職場中心の働き方から、個人や家庭 

   生活とのバランスを重視した働き方を志向するように職員の意識も変化しているた 

   め、一人ひとりの職員がチームワークとコミュニケーションを大切にし、協力し合え 

   る職場づくりを進めていくことがより重要になっています。 

    このため、自らの達成感や満足感だけでなく、部下や後輩の育成という点にも重点 

   を置いて、果たすべき職責や求められる役割を自覚し、仲間や組織への貢献について 

   深く考え行動していく人材の育成も求められています。 

  

 ２ 基本方針の目的  
   こうしたことから、環境の変化に柔軟に対応できる職員の育成や、一人ひとりの職員 

  のさらなる資質の向上と仲間を思う意識の醸成により、「組織の力」を強化する必要性 

  が高まっています。そこで、全庁を挙げて人材育成に取組むため、中央区がどのような 

  職員に育成していくのかという「めざす職員像」を明確にし、育成のための具体的方策 

  を示した総合的な指針とするため、「中央区人材育成基本方針」を策定しました。 

   この基本方針は、区政を担う職員一人ひとりが果たすべき役割を自覚し、チームワー 

  クとコミュニケーションによりその能力を 大限に発揮することで「組織の力」を強化 

  し、区民の負託に応えていく人材を体系的に育成することをめざすものです。 
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図１　職員数の推移
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   組織や事務の見直し・統合、業務委託や指定管理者制度の導入等により職員数が減少しています。 

  より一層効率的な組織体制で増大する行政需要に応えていくことが必要です。 

 

図２　年齢別職員構成の状況　（4月1日現在）
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       ※行政系のみ 

 

   団塊世代の退職に伴う採用増により若手職員の割合が高まる一方、30代から40台前半の職員の割合 

  が低下しています。今後も、多くのベテラン職員の定年退職により、若手職員の割合がさらに高まる 

  ことが見込まれるため、職員一人ひとりが部下や後輩を育成していくことが必要です。 

都区制度改革による 

清掃等の移管増 
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 ３ 中央区の現状と課題    

   人材育成基本方針の策定にあたり、各部局の庶務担当課長で構成する「人材育成基本 

  方針策定検討会」で中央区の職員及び職場の現状を分析し、今後さらに力を入れていく 

  べき課題を洗い出した結果、以下の点が指摘されました。 

   これらをしっかり受け止めた上で「中央区がめざす職員像」を明確にし、人材育成を 

  推進するための重点取組を定めていくことが必要です。 

  

  ≪職員の視点から（個人の課題）≫ 

   ○意識・意欲・姿勢 

    ・指示されたことを無難にこなすだけでなく主体的に行動する意欲 

    ・新しい課題や事業に取組むチャレンジ精神 

    ・区民サービス向上のために業務を改善していく意欲 

    ・積極的な自己啓発と昇任意欲 

    ・仲間や職場への関心に基づく職員を育てる意識や組織への貢献意識 

 

   ○業務遂行能力 

    ・区民ニーズを的確に把握し施策に結びつけられる政策形成能力 

    ・職務に関する知識や関係する法令・制度等の基礎知識 

 

   ○対人関係能力 

    ・区民との信頼関係を築いていくための接遇能力 

    ・職場で円滑に職務を遂行するためのコミュニケーション能力 

    ・区民、業者とのやりとりや、他部署との調整などに必要な折衝・交渉能力 

 

  ≪職場の視点から（組織の課題）≫ 

   ○職場環境 

    ・職場内コミュニケーションや組織横断的な協力体制 

    ・職員の意欲を十分引き出すために必要な組織としての共通認識、目標 

    ・職員の育成を考慮した事務分担 

    ・改善を推進し、組織として効率的に仕事を進めるための取組 

 

   ○職員育成 

    ・新たな知識等を積極的に学ぶ風土や、職場で職員を育てる環境 

    ・知識、技能を継承していくためのＯＪＴを推進する仕組 

    ・職員の自発的な成長へつなげる管理監督者のマネジメント能力    
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Ⅱ 人材育成の方向性 

 １ 中央区がめざす職員像 

   「人材育成基本方針策定検討会」で指摘された職員及び職場の課題を解決していくた 

  め、この基本方針では、以下の３点を「中央区がめざす職員像」と定めて人材育成を推 

  進していきます。 

   

≪「区民」とともに考え行動し、負託に応えていく職員≫ 

・自らが生活する地域のあり方を考える区民と協働し、主体的に行動していく職員 
   

・説明責任を果たし、良好なコミュニケーションにより区民との信頼関係を築いて 

 いく職員 
 

・新しい時代に対応できる先見性や想像力を身につけ、区民の感覚を踏まえた公正 

 な判断によって区の発展のために全力を尽くしていく職員 

    

≪「自己」を高め、絶えず成長していく職員≫ 

・意欲的な自学・自己啓発により高度な専門能力を身につけるなど、自らの 

 能力を向上させるために行動していく職員 
   
・公務員としてのプロ意識や使命感、コスト意識を備え、効果的・効率的な 

 行政運営をめざして改善していく職員 
   
・自らの能力を職務の中で最大限活かしていくための自己実現意欲と情熱を 

 持ち、困難な課題に果敢に挑戦していく職員 

    

≪「仲間」を重んじ、「組織の力」の強化に貢献していく職員≫ 

・チームワークとコミュニケーションを大切にし、協力し合える職場づくり 

 を進めていく職員 
   
・部下や後輩などの人材育成に力を注ぎ、個の力を「組織の力」に変えてい 

 く職員 
  
・果たすべき職責や求められる役割を自覚し、仲間や組織への貢献について 

 深く考え行動していく職員 
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 ２ 必要な意識・能力と果たすべき役割 

   職員一人ひとりが「中央区がめざす職員像」に近づき、区民の信頼を礎に行政運営を 

  進めていくためには、職務や職層に関わらず、すべての職員が必要な意識や能力を向上 

  させていくことが重要です。 

   中央区職員として必要な意識・能力と果たすべき役割を以下のように定め、人材育成 

  に関わる具体的な取組を通じて、こうした意識の高揚や能力の向上を図っていきます。 

 

  ≪必要な意識≫ 

 

「区民のために、区民

とともに」の意識 

常に区民サービスの向上を考え、区民とともに考え行動し 

て未来の中央区を作りあげていく意識 

高い倫理意識 
法令等の遵守及び全体の奉仕者としての使命と責任の自覚

を徹底し、公平・誠実に行動していく意識 

チャレンジ精神 
困難な課題にも前向きに挑戦するとともに、常に問題意識 

を持って課題を発見、解決していく意識 

コスト意識 
事業・施策等の費用対効果を常に考え、効率的かつ効果的な

行政運営を進めていく意識 

情勢適応意識 
あらゆる情報収集に努めるとともに、社会情勢の変化を的確

に捉えて行動していく意識 

自己成長の意識 
あらゆる機会を利用して能力の向上を図り、目標に向かって

努力していく意識 

仲間を思う意識 
チームワークとコミュニケーションを大切にし、一緒に働く

仲間と協力し合う意識 

 

 

  ≪必要な能力≫ 

 

自己管理能力 
意欲を持って職務を遂行できるよう、心身の健康管理やスト

レスコントロールをしていく能力 

職務遂行能力 
職場の目標や課題を正確に把握し、専門的な知識や技能を活

かして担当業務を遂行する能力 

接遇・対人関係能力 
職場内外の関係者と良好なコミュニケーションを保つ能力

や、相手方の理解･納得を得るための折衝・交渉能力 

政策形成能力 
環境の変化を的確に捉えて課題を発見し、政策や施策を構想

し立案する能力 

組織管理能力 
組織目標に向け能力が発揮できるよう、業務を計画的に管理

していくことや、職員を指導・育成していく能力 
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  ≪職層別に果たすべき役割≫ 

 

職  層 果たすべき役割 

管

理

職 

部長 

統括課長 

課長 

○行政サービスの管理（部・課の経営責任者） 

・組織の総括、調整 

・議会、関係機関との調整 

・人材育成の責任者 

 

監

督

職 

 

総括係長 

係長・主査 

○行政サービスの運営 

・職務の進行管理 

・上司、関係機関との連絡調整 

・職員の勤務状況の把握 

・職員の指導、育成 

一

般

職

員 

主任主事 

主事 

○行政サービスの遂行 

・正確、迅速な職務の遂行 

・幅広い知識と問題意識に基づく改善・提案への取組 

・後輩職員の指導、育成 

   

  

  ≪職層別に必要な能力の比重≫ 

 

管理職

自己管理能力 接遇・対人関係能力 組織管理能力

監督者

職務遂行能力 政策形成能力

一般職員
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Ⅲ 人材育成の重点取組 ～活力ある職場づくりのために～  

   職員及び職場における現状の分析と課題を踏まえ、職員を「中央区がめざす職員像」 

  に近づくように成長させ育成するためには、職員を「育てる」ことが何より必要です。 

   その上で、「活かす」「伸ばす」「支える」の視点に基づいた取組を進めていくことが 

  求められます。とりわけ区政の第一線として業務を進め、職員を「育てる」基礎的な場 

  である職場の役割は重大です。職場には、社会情勢の変化に迅速かつ的確に対応できる 

  よう常に新たな知識や技術を収集し職場内で共有化する意識づくりや、職員一人ひとり 

  が求められる役割を果たしつつ互いに協力し合い、職場全体で目標をめざして業務を進 

  めていく「組織の力」が必要です。また、組織の貴重な資源である職員の能力を互いに 

  高め合う職場研修などの取組も不可欠です。こうした機能を有し、明るく前向きにチャ 

  レンジする活力ある職場づくりを重点的に進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

   人を育てる！  

 

 

                 学ぶ風土・育てる環境づくり  

  

   活力ある職場づくり     協力し合える職場づくり  

  

                 効率的な仕事ができる職場づくり  
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 １ 学ぶ風土・育てる環境づくり 

  ○ 学ぶ風土をつくっていくために 

    区民サービスを向上させるためには、職員相互に能力を高め合う姿勢が大切です。 

   そのためには、職員が積極的に「学ぶ」風土をつくっていくことが必要であり、管理 

   監督者が率先して「学ぶ」姿勢を示すとともに、職員一人ひとりが絶えず成長してい 

   く意識を持って職務に取組むことが求められます。また、めまぐるしく変化する社会 

   情勢に対応していけるよう、すでに持っている知識や技術を絶えず見直したり更新し 

   ていくことも重要です。次のような取組により、職員が自らの能力向上のために積極 

   的に「学ぶ」風土をつくっていきます。 

 

  ・職場内勉強会、報告会の実施 

    職務を遂行する上で求められる知識、関係法令・制度や職場内で共有すべき情報等 

   について、職場研修計画等に基づいて定期的に職場内勉強会や報告会を実施していき 

   ます。特に、職務に関係する法改正や制度改正があった場合には、職員一人ひとりが 

   速やかに理解を深めてわかりやすく説明できるよう、常に 新の情報を職場内で共有 

   するよう心がけていきます。 

 

  ・研修成果の職場への還元 

    職場外研修の成果発表会や、研修に参加した職員を講師とした職場研修を積極的に 

   実施するなど、一人の職員が受講した研修の成果を職場全体に還元する仕組を整える 

   とともに、意識の徹底を図っていきます。また、管理監督者が中心となり、職員が新 

   たな知識や技術を学ぶための職場外研修に参加しやすい職場の雰囲気づくりを進め 

   ていきます。 

 

  ・高い接遇意識による区民サービスの向上 

    窓口対応外部評価の結果や接遇向上研修への参加を通じて得た成果を職場内で共 

   有するとともに、「中央区職員接遇マニュアル－粋なおもてなし－」を活用した自己 

   診断を定期的に実施するなど、職場内での接遇に対する意識をさらに高め、区民サー 

   ビスの向上を図っていきます。 

 

＊ 中央区職員接遇マニュアルで示す「粋なおもてなし」とは・・・   

  職員として、また職業人として求められる接遇の基本や心構えに加え、江戸の伝統 

 と文化が息づくまち中央区に勤務する私たちだからこそ身につけておきたい思いやり 

 あるあたたかいおもてなし。 

  相手を尊重し、思いやる心や礼儀作法を重んじる「江戸しぐさ」のような自然で日 

 常的な接遇に磨きをかけていきたいという思いが込められている。 

 



 

 ９ 

  ○ 育てる環境をつくっていくために 

    職員が成長するためには一人ひとりが主体的に学ぶことが必要ですが、その上で 

   「組織の力」を強化していくために、職員の能力を活かし「育てる」環境をつくって 

   いくことが重要です。日常のＯＪＴをはじめ、職場におけるさまざまな場面を人材育 

   成に活用していくことが効果的です。次のような取組により、職場が仕事を行う場で 

   あると同時に職員を「育てる」場であると位置づけた上で、全庁的にその意識を共有 

   し、「育てる」環境をつくっていきます。 

 

  ・「人材育成｣に関する役割の明確化 

    ＯＪＴリーダーや新人育成担当者等の役割を事務分担で明示することで、職員一人 

   ひとりが職場内で果たすべき人材育成に関する役割を明確にし、職場全体で職員を 

   「育てる」意識を高めていきます。また、「人は職場（仕事）で育つ」という認識を 

   共有し、育成担当者をいかに育成していくかといった人材育成のサイクルを踏まえ、 

   その職場ごとの育成の形を確立していきます。 

 

＊ 中央区における「ＯＪＴリーダー」の原則とは・・・   

  職務に関する総括的な教育担当者で、原則として係長に次ぐ立場にある職員。 

  職務を遂行する上で求められる知識や関係法令、制度等について職場全体で共有し 

 たり、職場内研修（ＯＪＴ）を計画的に推進していく上で中心的役割を担う。 

  職員の育成について一定の役割を担うことで、係長の補佐機能を果たす。 

  その他、各職場ごとに「人材育成」に関わる必要な役割を職員一人ひとりが担って 

 いくことが望まれる。 

 

  ・育成を考慮した職場内でのジョブローテーション 

    若手職員の育成を図るうえで、一定期間に複数の職場や職務を経験させるローテー 

   ションを考慮することがありますが、この考えを職場の内部に取り入れることも人材 

   育成の有効な手段です。職場内で計画的に職員を育成していくシステムを確立できる 

   よう分掌事務の整理を行うとともに、業務の担当替えを積極的に実施するなど、事務 

   は属人的なものでなく組織で進めていくものであるという認識で事務分担を行って 

   いきます。 

 

  ・管理監督者のマネジメント能力強化 

    複雑・多様化する区民ニーズに対応していくためには、管理監督者によるリーダー 

   シップの発揮と的確なマネジメントが必要です。その範囲は、所管業務の進行管理か 

   ら活力ある職場づくり、人材育成など職場の経営全体にわたります。関連する研修、 

   講演会等を通じて、管理監督者が直接指導育成するだけでなく、職員が自ら考えるよ 

   うな指示の出し方を工夫するなど、職員の自発的な成長を促すためのマネジメント能 

   力を強化し、適正な組織運営をしていきます。 
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 ２ 協力し合える職場づくり 

  ○ チームワークを高めていくために 

    積極的に「学ぶ」職員を職場を中心に「育てる」ことによって、職員一人ひとりの 

   成長が期待されますが、個の力をさらに「組織の力」に変えていくためには、「チー 

   ムワーク」を高めていくことが必要です。特に、比較的規模の小さい中央区に働く私 

   たちには、一人ひとりがあらゆる課題や業務に対して当事者意識を持ち、互いに協力 

   して臨んでいくことが強く求められます。次のような取組により、「チームワーク」 

   を高め、協力し合える職場をつくっていきます。 

 

  ・職場内のコミュニケーション強化 

    「組織の力」を強化していくためには、職場内の円滑なコミュニケーションや情報 

   の共有化が十分に図られていることが必要です。そのための第一歩として、職員同士 

   でのあいさつや声かけを励行します。それに加えて、朝礼や職場ミーティングを定期 

   的に開催したり、報告・連絡・相談を徹底するなど、職員相互の信頼関係を一層深め 

   られるよう取組んでいきます。 

  

  ・事務分担上の工夫 

    職務によって明確に担当が分かれている職場では、互いの仕事の状況を把握したり、 

   協力体制を整えることが難しい場合があります。そのような場合にも、積極的に職場 

   内でのジョブローテーションを実施したり、メイン･サブ担当制による事務分担を行 

   うなどの工夫をすることにより、職員同士が相互に支え合うことができる体制を整え 

   ていきます。 

 

  ・セクショナリズムの回避 

    職場間の活発な情報交換や議論の機会を通じて関係者間の共通認識を深めるとと 

   もに、境界事案を共有して互いに協力し合える体制をつくっていきます。また、繁閑 

   に応じた職務分担や緊急課題への対応を迅速かつ柔軟に行えるよう、職員一人ひとり 

   が率先して仕事を見つけていく意識と仕事を分かち合う意識の高揚を働きかけてい 

   きます。 

 

  ・業務外の親睦活動等の奨励 

    良好なチームワークと円滑なコミュニケーションで活力ある職場づくりを進める 

   ためには、仕事を離れた場で気楽にものを言ったり、「人となり」を知りあう機会を 

   もつことも効果的です。そのきっかけとして、職場での歓送迎会、忘・新年会、職場 

   旅行等の親睦活動やサークル活動や職員文化祭などのインフォーマルな集まりを奨 

   励していきます。 
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 ３ 効率的な仕事ができる職場づくり 

  ○ 改善を推進していくために 

    区民ニーズが複雑・多様化する中、限られた人員で着実に成果を挙げていくために 

   は、常に「改善」の意識を持って職務を遂行することが必要です。職員一人ひとりの 

   資質の向上や良好な「チームワーク」に加え、事務処理方法を積極的に見直したり、 

   仕事に対する効率性を重視する経営の視点と広い視野が求められます。また、「改善」 

   するための自由な発想や意見を反映させる職場づくりも大切です。次のような取組に 

   より、「改善」を推進し、効率的な仕事ができる職場をつくっていきます。 

 

  ・組織、職場目標の明確化 

    各職場で具体的な目標を掲げて職員間で共有化することにより、職員一人ひとりの 

   意欲を引き出していきます。このことは、特に経験の少ない職員にとって職務遂行上 

   の指針を得ることであり、担当する仕事の区政全体における意義や位置づけについて 

   認識を深めることで、職務に対する理解や強い使命感を促すことにもつながります。 

   例えば、職場目標を事務分担表に明記したり職場内に掲示するなど視覚に訴える工夫 

   をすることで、職員が常に目標を意識しながら仕事ができる環境を整えていきます。 

 

  ・業務の標準化と職場改善 

    業務マニュアルや苦情事例集を作成したり、担当者以外の職員が対応可能な問合せ 

   レベルを定めるなど、業務の標準化により区民サービスの向上を図ります。こうした 

   「業務の見える化」は生産性を向上させ、職務の効率化・迅速化にもつながります。 

    また、執務環境の整理整頓や窓口レイアウト及び案内表示等の改善、申請書の簡素 

   化など、区民の感覚を敏感に取り入れた職場改善にも取組んでいきます。 

 

  ・時間の管理 

    効率的に仕事を進めるためには、時間の使い方を計画して実行するという総合的な 

   タイムマネジメントが求められます。ただ予定やスケジュールを管理するというだけ 

   でなく、職員一人ひとりが「何を、いつまでに」実行するかというタスク管理を行い、 

   職場全体で業務の進捗状況を共有することが大切です。ＴｏＤｏ（トゥ・ドゥ）リス 

   トやガントチャート等を活用するなど、時間を管理する意識を高めていきます。 

 

＊ ＴｏＤｏリストとは・・・   

  やらなければならないこと、忘れてはいけないことを一覧化したリスト。 

 

＊ ガントチャートとは・・・ 

  縦軸に人員や作業内容を置き、横軸に日時や時間をとって、横棒で行う時期や時間 

 を視覚的に示した図のこと。業務の進捗状況管理に利用される。 
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Ⅳ 人材育成を効果的に推進する取組 

   人材育成を効果的に推進していくためには、職員の能力を開発・向上させながら、仕 

  事に対する意欲を高め、職員が働きやすい環境を積極的につくっていくことが求められ 

  ます。 

   区はこれまでも、適材適所の人事配置や職員のモラールを高める人事考課制度の導入、 

  専門性と創造力を高め視野を広げる研修の実施、健康を保持増進するための体制の強化、 

  あるいはワーク・ライフ・バランスの推進などに取組んできました。今後、こうした取 

  組を一層充実させ、職員一人ひとりの主体的な能力開発と職場による人材育成の取組を 

  積極的に支えていくことが必要です。 

 

 

 １ 人事制度 ＜人事管理＞  

  

     人を活かす！   

  

                      採    用  

  

                      配    置  

    人 事 制 度  

                      昇    任  

  

                      評    価  

 

   職員が働きがいを見いだし、自らの能力を 大限に発揮するためには、職員一人ひと 

  りの適性や能力、知識・経験、職務に対する意欲・態度などを的確に把握し、その結果 

  を人事配置や処遇に反映させることが大切です。 

   また、将来にわたって安定した組織運営を行うためにも、「人を活かす」視点による 

  人事制度をさらに推進していくことが必要です。 
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 （１）採用 

    人材育成の推進と並ぶ重要な課題として、人材の確保の強化が挙げられます。ます 

   ます複雑・多様化する区民ニーズに的確に応えていくため、職務に必要な知識や事務 

   処理能力にとどまらず、「社会人基礎力」を備えた人間性豊かな人材を選考していく 

   ことが求められます。次のような取組により、中央区の未来を担う人材の確保に努め 

   ていきます。 

 

＊ 「社会人基礎力」とは・・・                              

  職場や地域社会の中で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力として、 

 経済産業省が平成１８年から提唱している。「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チー 

 ムで働く力」の３つの能力（１２の能力要素）から構成されており、「基礎学力」や 

 「専門知識」をうまく活用していくために意識的に育成されることが重要である。 

 

  ・採用ＰＲの充実 

    将来の中央区を背負う優秀な人材を確保していくため、採用フォーラムや合同説明 

   会における区のＰＲを工夫したり、募集案内や区ホームページの内容を一層充実させ 

   るなど、受験者に対して中央区の魅力を積極的に発信していきます。 

 

  ・求められる職員像の明確化 

    区が今必要としている人材について受験者のイメージが膨らむよう、募集案内や区 

   のホームページに掲載されている採用情報の中で、中央区職員として「求められる職 

   員像」を明確に掲げていきます。 

 

   ≪中央区採用情報サイトより≫ 

    職員課人事係では明日の中央区を担う『３Ｃ』の人材を求めています！ 

       ・アンテナを張り巡らせ、時代の流れを感じ取り、新たなニーズを的確にキャッチできる人 (Catch！) 

       ・向上心を持ち、課題にチャレンジし自分を磨くことを怠らない人 (Challenge！)    

       ・中央区を愛し、区民とともに区の発展のために全力を尽くす人 (Chuo Love！) 

 

  ・多様な人材確保 

    区政課題の状況に応じ経験者採用や任期付採用等を活用するなど、複雑・多様化す 

   る区民ニーズに的確に対応するための専門的な能力や幅広い視野を持った即戦力の 

   人材を、より人物重視の選考により確保していきます。 
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 （２）配置 

    職員一人ひとりが能力を 大限発揮し、「組織の力」として貢献していくためには、 

   人材育成を念頭に置いた配置を行うことで人材の活用を図ることが必要です。職場の 

   活性化と適材適所の人事配置を推進するとともに、次のような取組により、適正な配 

   置管理に一層努めていきます。 

 

  ・育成ローテーションを考慮した配置 

    採用後の一定期間に複数の職場・職務を経験することは、職務遂行能力の向上だけ 

   でなく、自己の適性を発見することにもつながります。早い時期に幅広い知識と技術 

   を習得し、区政全体を見渡す視野を持つことができるよう、新規採用から原則３年で 

   の異動、採用から１０年程度で３か所程度の異なる分野の職場（例えば窓口、事業、 

   管理）を経験できるよう努めていきます。 

 

  ・経験や希望を考慮した異動 

    ある職場で一般職員として身につけていく職務経験や知識・技術は、職員一人ひと 

   りのものであると同時に、その職場全体の貴重な財産でもあります。その財産を可能 

   な限り有効に活用していくため、職員が監督職に就く際にそれまでの経験や本人の希 

   望を考慮した異動が実現するよう努めていきます。 

 

  ・希望降任制度の柔軟な運用 

    管理監督者が、健康上の理由や家庭の事情などで職責を十分に果たせなくなった場 

   合に、本人の希望による降任の制度があります。今後は、昇任への不安を軽減しチャ 

   レンジ意欲を一層喚起していけるよう、この制度を管理監督職へ昇任した後のバック 

   アップ体制の一つとして柔軟に運用していきます。 

 

 （３）昇任 

    昇任は職員の意欲を向上させる重要な要素であると同時に、職員一人ひとりが職責 

   を十分に自覚し職務を遂行していくためのきっかけでもあります。次のような取組に 

   より、能力や実績が適正に反映される制度の構築と意欲・能力のある職員の有効な活 

   用を図り、人材の評価及び人材の活用の両面で機能する昇任管理に努めていきます。 

 

  ・昇任選考の実施方法の見直し 

    平成２２年度から、昇任後に職員が 大限能力を発揮し、与えられた職責を果たし 

   ていけるよう、以下のとおり主任主事及び係長の昇任選考の実施方法を見直しました。 
  

  主任主事選考  係長選考 

短答問題に代わり択一式問題を導入 変更点 論文選考を廃止し面接選考を充実 

職員としての基礎知識及び区政運営

の理解と定着を図るため 
ねらい 

コミュニケーション能力、リーダーと

しての資質を見極めるため 
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  ・管理監督者の育成 

    現在、区政運営の中核を担っている管理職及び係長級職員のうち６割以上が、今後 

   １０年間で定年退職を迎えることから、管理監督者となる職員の育成は急務です。昇 

   任選考の受験資格を有する中堅職員の受験率が低下傾向にあることを踏まえ、管理監 

   督者の仕事の魅力を先輩職員が積極的に発信する意見交換会や勉強会を開催したり、 

   職務目標の明確化や責任を持たせた事務執行による達成感・充実感を体験させるなど、 

   昇任意欲の喚起につながる取組を推進していきます。また、管理職昇任時には「人材 

   育成の責任者」としての第一歩を踏み出すため、国内外の視察研修などの視野を広げ 

   るための取組を検討していきます。 

  

  ・女性職員の積極的な登用 

    行政サービスを一層向上させていくためには、男女を問わず意欲と能力のある職員 

   を積極的に登用していくことが重要です。特に女性職員については、全職員に占める 

   割合に対して管理監督職に就く職員が少ない状況で、より積極的な登用が求められて 

   います。今後も女性職員が活躍できる環境づくりと昇任への呼びかけを継続するとと 

   もに、先輩の女性管理監督者から体験談などの情報を積極的に発信することで、昇任 

   への不安が取り除かれるよう努めていきます。 

 

図３　管理監督者の今後10年間の定年退職予定者（平成22年4月1日現在）
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表１　昇任選考の実施状況

○係長職選考（一般・長期）

有資格者 受験者 合格者
受験率 合格率 昇任率
B/A　(%) C/B　(%) C/A　(%)

21年度 348 69 19.8 16 23.1 4.6

20年度 358 69 19.3 14 20.3 3.9

19年度 373 98 26.3 20 20.4 5.4

18年度 368 106 28.8 26 24.5 7.1

○管理職選考（Ⅰ類・Ⅱ類）

有資格者 受験者 合格者
受験率 合格率 昇任率
B/A　(%) C/B　(%) C/A　(%)

21年度 432 12 2.8 1 8.3 0.2

20年度 454 17 3.7 3 17.7 0.7

19年度 459 26 5.7 9 34.6 2.0

18年度 470 23 4.9 4 17.4 0.9

【参考】主任主事選考（短期・長期）

有資格者 受験者 合格者
受験率 合格率 昇任率
B/A　(%) C/B　(%) C/A　(%)

21年度 187 124 66.3 34 27.4 18.1

20年度 140 91 65.0 22 24.2 15.7

19年度 144 101 70.1 25 24.8 17.4

18年度 140 98 70.0 29 29.6 20.7

A　(人) B　(人) C　(人)

A　(人) B　(人)

A　(人) B　(人) C　(人)

C　(人)

 
 

 

表２　職層別の職員数及び女性職員の割合（平成22年4月1日現在）

総　数

A　(人) (内女性職員) B (人)

参　　事 14 (1) 7.1

統括課長 11 (0) 0.0

課長級 39 (4) 10.3

総括係長 42 (4) 9.5

係　　長 136 (38) 27.9

係主査 63 (31) 49.2

主任主事 477 (318) 66.7

1･2級職 332 (212) 63.9

総　　計 1,114 (608) 54.6

※行政系のみ

女性職員の割合
B/A　(%)

職　　層

 

 



 

 １７

 （４）評価 

    人材の評価にあたっては、評価する職員の資質の向上と評価レベルの統一を図ると 

   ともに、評価される職員の信頼と納得が得られる制度を確立していくことが必要です。 

   そのために、人事考課制度をより人材育成を意識したものへと発展させ、公平性・客 

   観性・透明性が確保される評価がなされるよう努めていきます。 

  

  ・人事考課制度の充実 

    平成１９年度に導入された現在の人事考課制度に対する一層の理解を促進し、評定 

   者訓練を実施するなど公平・公正な評価を推進するための取組を進めていくことが重 

   要です。そのために、自己申告による目標設定に加えて課題目標の設定を検討するほ 

   か、一人ひとりの職員の知識や能力、経験も踏まえた職務に対する意欲・態度の評価 

   が行えるように工夫することで、制度の充実と成熟を図っていきます。 

  

  ・研修の計画、成果等の考慮 

    職務に対する日常の努力や姿勢をより細かに評価し、成長したいという意欲に応え 

   ることは、職員のやる気を引き出し「組織の力」を強化していくことにつながります。 

   例えば、自己申告書の項目の中に職員一人ひとりの研修受講計画や今後身につけてい 

   きたい能力、自己啓発の計画やその成果を盛り込むなど、職員一人ひとりの主体的な 

   取組を促すように工夫していきます。 

 

 
中央区人事考課制度 

 

 

 

                  自己申告書  
                
     
          
           定期勤務評定       人材育成シート    

 

 

 

 

 

 

 

 

        人材育成     給与制度への反映   職員配置管理 
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 ２ 研修制度 ＜職員研修＞  

  

     人を伸ばす！   

  

                      自己啓発支援  

  

    職 員 研 修           職場研修（ＯＪＴ）支援  

  

                      職場外研修の充実  

 

   複雑・多様化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応していくためには、職員が持って 

  いる資質や能力を引き上げ、培ってきた知識・経験を大きく広げることにより、専門性 

  の高い「行政のプロフェッショナル」に育成していくことが求められます。 

   職員研修は、職務遂行に必要な能力や知識、技術を直接的に開発して「人を伸ばす」 

  有効な手法であることから、職場内外において総合的に取組んでいくことが必要です。 

 

 （１）自己啓発支援   

    職員が自己の能力を向上させていく上で、自らの意欲や主体性によって行われる 

   「学び」は も基本的な取組です。業務に関する知識や技術を習得し、日常の仕事の 

   成果を挙げることができれば、区民サービスへの貢献と職員自身のモチベーションの 

   向上につながります。次のような取組により、自発的な「学び」を支援していきます。 

 

  ・自己啓発に関する情報の発信 

    研修参考図書として購入した図書・雑誌の紹介・貸出を行ったり、各機関が実施す 

   る講演会やシンポジウム及び自己啓発関連講座等の情報について、グループウェア等 

   により積極的に発信することで参加を促し、職員一人ひとりの自己啓発意欲の喚起に 

   努めていきます。 

 

  ・自己啓発援助等の推進  

    職務に関連する通信教育や資格取得のための支援について、職場や職員のニーズを 

   把握し、一定の基準により費用を助成する制度を検討していきます。また、自主研究 

   グループの育成や活動支援を行い、区政課題の共有化や行政ニーズの先取り、多様な 

   解決技法の習得を図るなど、職員が切磋琢磨して学びあう機会を提供していきます。  



 

 １９

 （２）職場研修（ＯＪＴ）支援  

    「人は職場（仕事）で育つ」と言われるように、上司・先輩と部下・後輩との間で 

   仕事を通じて行われる職場研修（ＯＪＴ）は、人材育成の面で も効果的です。その 

   内容は、特別に時間や場所を確保して行う研修や勉強会だけでなく、日常的な場面で 

   あらゆる機会に行われる指導全般にわたります。次のような取組により、職場の人材 

   育成機能の強化を支援していきます。 

 

  ・育成担当者等へのサポート 

    ＯＪＴリーダーや新人育成担当者といった「育成の担い手」に必要とされるコミュ 

   ニケーションやコーチング等の知識や技術の習得を図るための研修を実施し、職場で 

   ＯＪＴが円滑に推進され習慣化されていくよう努めていきます。 

 

  ・ＯＪＴ環境の整備 

    ＯＪＴマニュアルを作成・活用したり、各職場ごとに職場研修計画を立てるなど、 

   職場でＯＪＴを推進していくための環境の整備に努めるとともに、職員研修室や必要 

   な研修資材・教材の貸出を行い、職場内で実施する集合研修の支援を行っていきます。 

  

 （３）職場外研修の充実   

    職場外研修は、集合研修や研修機関への派遣により職場では得られない知識や技術 

   を体系的・集中的に学んだり、日ごろ触れられない発想や考え方から「気づき｣を得 

   る貴重な場です。また、職員間の交流を通じた情報交換ができる機会でもあります。 

   次のような取組により、「中央区がめざす職員像」に対応した研修体系を整備すると 

   ともに、自己啓発や職場研修（ＯＪＴ）を補完する形で職場外研修の充実を図ってい 

   きます。 

 

  ・研修体制の見直し 

    これまでの職層研修は、受講する時期やカリキュラムが決められているものがほと 

   んどでしたが、身につけるべき能力を自ら考えることで職員の主体性や積極性を高め 

   るため、自己選択による受講を拡充していきます。また、これまで同様に研修計画を 

   事前に周知することで、職員がそれぞれの職務等の都合に合わせて、計画的に研修を 

   受講できるよう努めていきます。 

 

  ・研修効果を高める工夫 

    研修目的の明確化、事前課題の導入、グループワークや発表など参加型・体験型の 

   カリキュラム編成を進めるとともに、受講報告やアンケート等を活用した研修効果の 

   測定に力を入れていきます。また、研修生だけではなく職場が組織としてどのような 

   研修ニーズを持っているか調査を実施し、研修計画に反映させる仕組を整えることで、 

   職場全体で人材育成を推進する意識を根付かせていきます。 

                                 

 



 

 ２０

  ・「公務員基礎力」の強化 

    仕事をしていく上で必要な「社会人基礎力」を基本に、公務員として働く上で特に 

   求められる接遇・コミュニケーション能力、法律の基礎知識、公務員倫理等を「公務 

   員基礎力」と位置づけ、重点的に強化を図っていくカリキュラムを編成し、区民の信 

   頼を得られる職員を育成するよう努めていきます。 

 

  ・「中央区職員基礎力」の強化 

    中央区職員として当然に求められる区の基本構想や基本計画、区や区政についての 

   基礎知識や「中央区がめざす職員像」への理解を「中央区職員基礎力」と位置づけ、 

   重点的に強化を図っていくカリキュラムを編成し、中央区への愛着と中央区職員とし 

   ての誇りを持った職員を育成するよう努めていきます。 

  

  ・キャリア形成への支援 

    職員一人ひとりが日々の業務に取組むにあたって自分自身のキャリアデザインに 

   ついて考え、中・長期的に職業生活を見据えることで、自己実現意欲を喚起していく 

   カリキュラムを編成していきます。また、果たすべき職責や求められる役割を自覚し、 

   組織貢献のための行動を促すことで、昇任意欲の喚起につながるよう努めていきます。 

 

 ＊「キャリアデザイン｣とは・・・ 

  自らの適性、経験等を踏まえ、仕事を通じて将来的にどのような自分になりたいか 

 を明確にし、それを実現するための方策について個々の職員が主体的に描いていくこと。 

 

  ・派遣研修、体験研修等の推進 

    特別区職員研修所をはじめとする外部研修や国・東京都等への派遣研修は、区単独 

   では提供することができない高度で専門的な知識や技術の習得、職員の視野の拡大、 

   他自治体職員とのネットワークの構築という点で貴重な機会です。また、現在も実施 

   している福祉施設での介護補助業務等の体験や百貨店での接客・販売業務の体験など、 

   現場での体験研修も日常業務と異なる視点から区政を見つめる点で効果的です。今後 

   は、地域とのふれあいを通じて区民の感覚を肌で感じることができる研修の機会を設 

   けていきます。 
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図４　職員研修の概念図
・・・連携関係
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     職員一人ひとりの自己啓発に取組む意識を前提として、職場研修（ＯＪＴ）を中心に 

    職員研修を進めていきます。それらと各機関が実施する職場外研修を効果的に組み合わ 

    せながら人材育成における職員研修の効果を最大限高めていきます。 

 

   

図５　中央区職員研修体系（区実施研修）

それぞれの職層の役割と期待される意識や行動を自覚する
とともに、求められる知識やスキルの習得をめざします。

新任、現任、主任主事、監督者、技能系職員

実務に関する知識やスキルの習得により、事務の適性かつ
円滑な遂行をめざします。

職員課実施　：　文書実務、財務、法律、実践英会話　等

主管課実施　：　電算システム、税務、保育園・児童館職員、
 　　　　　　　　　　学校職員　等

幅広い知識や豊かな教養を身につけたり、日常業務と異な
る視点から区政を見つめることで視野の拡大を図ります。

接遇向上、管理職、異業種体験、講演会　等

特 別 研 修

職 層 研 修

実務 （専門）
研　　　　　修
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 ３ 働きやすい環境づくり ＜職場管理＞  

  

     人を支える！  

  

                   健康管理体制の強化  

  

    職 場 管 理        職場の安全衛生管理体制の確立  

  

                   ワーク・ライフ・バランスの推進  

 

   職員が優れた能力を発揮し業務に従事するためには、健康であるだけでなく有意義な 

  余暇活動に取組んだり、安心して子育てや介護等に専念できる職場の雰囲気をつくって 

  いくことが欠かせません。職員の健康保持・増進と生活の充実は人材育成の基盤です。 

  「人を支える」視点から組織全体で積極的に職員を後押しする、働きやすい職場づくり 

  を進めていくことが必要です。 

 

 （１）健康管理体制の強化 

    職員が意欲を持って仕事に取組んでいくためには、心身ともに健康であることが欠 

   かせません。また、職員一人ひとりが健康であることが、「組織の力」を強化してい 

   くという視点からも重要です。次のような取組により、職員の健康管理体制の強化を 

   図っていきます。 

 

  ・身体の疾患対策の強化 

    人間ドックを含めた定期健康診断の受診率を向上させるための呼びかけや、健康相 

   談室による健康相談・健康指導・栄養指導を通じた疾病予防策の周知を継続すること 

   により、職員が健康管理を自分自身の問題として捉え、「自分の健康は自分で守る」 

   というセルフケアの意識を持って自己管理力を向上させられるよう努めていきます。 

 

  ・メンタルヘルス対策と相談体制の強化 

    近年の区民ニーズの複雑・多様化や業務量の増大などにより、働く環境が急速に変 

   化していることから、職員のメンタルヘルス対策はますます重要になっています。情 

   報の発信や研修・講演会等を通じたセルフケアや予防策の充実を図るとともに、早期 

   発見、早期対応が図れるよう相談体制を強化していきます。 



 

 ２３

  ・職場復帰支援の強化 

    休職していた職員が円滑に職場復帰し、働き続けるための支援策として、平成２１ 

   年度から導入した外部委託先での復職トレーニングに加えて、職員や職場から復帰訓 

   練の中間報告を受けるなど職場復帰訓練の充実を図っていきます。また、所属と密接 

   に連携を取り、産業医等との定期的な面談により状況を把握することで、職員のメン 

   タル疾患の再発防止に努めていきます。 

 

＜メンタルヘルス対策の体系＞ 
 

一次予防（健康増進・予防対策） 実態把握、研修・講演会、啓発活動等 

二次予防（早期発見・早期治療） 相談体制の整備・個別指導、専門機関との連携等 

三次予防（職場復帰・再発防止） 職場復帰訓練、受入環境整備、復職後フォロー等 

         

 （２）職場の安全衛生管理体制の確立 

    職員の健康を守るためには、職員一人ひとりの健康管理だけでなく、職場の「作業 

   環境管理」や「作業管理」が重要です。そのため、安全衛生管理者等の役割を改めて 

   周知し、職場点検や危険箇所の改善、職場安全教育の推進等により職場の安全管理や 

   公務災害の防止に努めるとともに、衛生管理者有資格者の養成に努めていきます。 

  

 （３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

    職員が職業人として能力を十分発揮し、生き生きと職務に取組むとともに、子育て 

   や介護、家事などの家庭責任を果たしていくことも重要です。超過勤務の縮減、年休 

   取得の促進、休暇制度の周知など「中央区特定事業主行動計画」に盛り込まれた取組 

   を着実に実施し、一人ひとりの職員がそれぞれのワーク・ライフ・バランスを実現し 

   ていけるような職場環境づくりを図っていきます。 

 

＊ 「中央区特定事業主行動計画」とは・・・ 

  「次世代育成支援対策推進法」に基づき、急速な少子化の流れを変えるため、中央 

 区の各機関が職員を雇用する事業主の立場から、職員の仕事と家庭の両立など次世代 

 育成支援対策に関し、その目標と目標達成のために講じる措置の内容等を定めた計画 

 のこと。 

 

＊ 「ワーク・ライフ・バランス｣とは・・・ 

  仕事と生活の調和。「一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の 

 責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ 

 た各段階に応じた多様な生き方を選択・実現できる社会」のこと。 

 

                  



 

 ２４

Ⅴ 推進体制  ～全庁を挙げた人材育成に向けて～  

   全庁を挙げた人材育成を効果的に推進し「組織の力」の強化を図っていくためには、 

  職員一人ひとりが人を「育てる」意識を強く持ち、実際の行動に移していくことが求め 

  られます。そのためには、職員、管理監督者、人材育成担当部門がそれぞれ果たすべき 

  役割を十分自覚し取組んでいくことが不可欠です。 

   また、この基本方針で掲げる取組が計画的かつ継続的に実行できているか必要に応じ 

  て進行管理と検証を行うことで、常に改善を図っていくことも重要です。 

 

 ＜職員の役割＞ －人材育成の起点－ 

   人材育成を効果的に進めていくためには、職員一人ひとりが組織や上司から強制され 

  ることなく、主体的に意欲を持って学んだり、自身の能力や適性を把握しどの分野で活 

  かしていきたいかを考えながら成長していくことが必要です。また、心身の健康などの 

  自己管理に努めるとともに、日常から自己研鑽に励み職員同士が互いに高め合えるよう 

  な職場環境づくりが求められます。 
 

       ・積極的に自己啓発に取組み、自身の将来像を想定する 
       ・心身の健康など自己管理に努める 
       ・職員相互に刺激し合い、高め合う 
 

 ＜管理監督者（管理職・係長）の役割＞ －人材育成の中心－ 

   人材育成を推進する上で、管理監督者が果たす役割は大変重要です。職場は職員を成 

  長させるための基本であることから、職員一人ひとりが日常業務や人材育成に関する目 

  標を自己申告に掲げるよう指導するとともに、それらに対して適切な助言を行うなど、 

  仕事を通じた人材育成に取組むことが重要です。また、職員が能力を十分に発揮するこ 

  とができる職場環境づくりが求められます。 
 

       ・率先して自己啓発に取組み、「学ぶ」風土づくりを進める 
       ・人を育てる意識と職場マネジメント能力の強化に努める 
       ・職員が能力を十分発揮できる職場環境をつくる 
       ・職員の健康管理に注意を払う 
 

 ＜人材育成担当部門の役割＞ －人材育成の支援－ 

   人材育成担当部門は、基本方針で掲げる取組を進め、進行を管理していくことが必要 

  です。そのためには、各所属との協力体制を整え、各職場における人材育成の目標とそ 

  の進捗状況を確認したり、職場における取組の成果を紹介していくなど、全庁を挙げた 

  人材育成の機運を高めていくことが求められます。また、必要に応じて基本方針の見直 

  しを行い、職員研修の実施にとどまらず、社会の変化や職場ニーズに対応した人材育成 

  システムを構築していくことが重要です。 
 

       ・基本方針に掲げた取組を進め、進行を管理する 
       ・各所属との協力体制を整え、調整機能を果たす 
       ・状況の変化に応じて基本方針の見直しを行う 
       ・人材育成に関する支援体制を確立する
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